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主な内容

 金融監督院によると、2019年末の外部監査対象は32,431社で、前年(31,473社)に比べ958社(3.0%↑)増加した

(外部監査対象会社の直近10年間の平均増加率は6.6%で、毎年増加している)。

 外部監査対象のうち株券上場法人は2,326社、非上場法人は30,105社で、前年に比べそれぞれ96社および

862社増加した。

[単位：社]

Ⅰ. 2019年外部監査対象会社の現況
- 金融監督院(https：//www.fss.or.kr/)

区分
株券上場法人

非上場法人 総計
有価証券 コスダック コネックス 小計

2019 790 1,385 151 2,326 30,105 32,431

2018 779 1,300 151 2,230 29,243 31,473

増減(率) 11(1.4%) 85(6.5%) -(-) 96(4.3%) 862(2.9%) 958(3.0%)

主な内容

 産業通商資源部は1月、国会で改正議決した外国人投資促進法(以下‘外促法’)を閣僚会議審議手続などを

経て2020年2月4日に公布した。

▶改正案発議(’18.11.)→ 国会議決(‘20.1.9.)→閣僚会議議決(1.28.)→公布(2.4.)→施行(8月予定)

 改正外促法は国内の外国投資企業(以下‘国内外国投資企業’)の未処分利益剰余金を再投資する時にこ

れを外国人投資と認定するようにした内容が盛り込まれている。

 産業通商資源部によると、今まで国内外国投資企業は国際基準(米国、日本など主要国)とは違い、未処分

利益剰余金(*) の再投資は外国人投資と認めていなかったため、国内で再投資する際に支障となってきた。

(*) 国内外国投資企業に留保された外国人投資家所有の未実現利益金

 このような問題を解決するために外促法が改正され、今後国内外国投資企業は投資決定手続の簡素化お

よびインセンティブ恩恵の期待により資本の海外流出を最小化して国内再投資を活発化することができると

期待される。

 参考までに外促法改正前後の外国人直接投資認定範囲は次のとおり。

Ⅱ. 国内の外国投資企業の社内留保金の再投資は外国人投資と認定
- 産業通商資源部(http：//www.bok.or.kr)

改正前の外国人投資認定範囲 改正後の外国人投資認定範囲

① 外国人の国内法人または企業株式取得

(投資金額1億ウォン以上+外国投資比率10%以上)

② 海外親企業が外国投資企業に提供する5年以上の

長期借款

※既存範囲(①、②)以外に③を追加

③ 外国投資企業が未処分利益剰余金を資本金繰入

なく工場の新設・増設に再投資する場合も外国人投

資と認定
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1. 争点

 外国法人の国内支店が外国所在本店のために韓国で現地支援サービスを提供する場合、役務の自家供給

に該当して、付加価値税課税対象から除外されるか。

2. 事実関係

 申請法人(または“国内支店”)は、米国法人(以下“米国本店”)の国内支店であり、米国本店は顧客にACMIお

よびCharterサービス等を通じて国際航空貨物運送サービスを提供している。

 ACMIサービスは、Aircraft(航空機)、Crew(乗務員)、Maintenance(メンテナンス)、Insurance(保険)を顧客に包括

的に提供して、顧客は燃料など関連費用を負担する方式であり、Charterサービスは飛行機貸し切り契約サー

ビスとして、顧客にCrewを含んだ貸し切り航空機を提供して、顧客は燃料費、保険費、Landing関連料金など固

定費用を負担する方式である。

 国内支店には2人のエンジニアが本店のACMI/Charterサービスのために現場支援サービスを提供しており、

米国本店と国内支店の業務範囲は次のとおり。

3. 回答内容

 外国法人の国内支店が外国所在本店の国内外顧客に国際航空貨物運送サービスを提供することができるよ

うに国内で航空機にかかる部品の保管役務、航空機が国内に到着した際の航空機メンテナンス役務、国内滞

留中の乗務員を支援する行政サービスなどの役務を提供する場合、該当外国法人の国内支店が行う役務に

対しては付加価値税法第11条および第12条に基づき付加価値税は課税されない。

4. 関連法令

 付加価値税法基本通則12-0-1【役務の自家供給に該当して課税されない場合】

次の各号の例示と類似した場合は役務の自家供給のため付加価値税を課税しない。

他に複数の事業を兼営する事業者がそのうちの1つの事業場の財貨または役務の供給に必然的に付随する

役務を他の自己事業場で供給する場合

Ⅲ. 最新事例・判例
-書面-2019 - 法令解釈付加 - 2939,2020.01.10.

米国本店 国内支店

① 顧客との契約交渉および締結(顧客とのコミュ

ニケーション含む)

② 米国で認証した航空機運航

③ 航空機運航および維持のために乗務員および

行政職員を雇用

④ ACMI/Charterサービスの提供および管理

(報酬請求および回収など含む)

① 本店の航空機が国内到着時にメンテナンス

活動を提供

② 航空機メンテナンスのための部品の保管

③ 国内滞留中に乗務員支援のための行政サー

ビスを提供
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